




















漁業法第 90 条に基づく資源管理の状況等の報告について（区画漁業） 
 
【資源管理の状況等の報告】 
・漁業権者は漁業権の内容たる漁業における資源管理の状況等について県知事

に報告する義務（漁業法第 90 条第 1 項） 
・県知事は報告を受けた事項について必要な報告をする（漁業法第90条第2項） 
・県は資源管理の状況等の報告や聞き取り調査等により適切かつ有効に漁場を

活用しているか確認。 
 

報告の内容 
（漁業法施行規則第 28 条） 
１ 漁業権の種類及び免許番号 
２ 報告の対象となる期間 
３ 漁場の活用状況 
※該当するもののみ抜粋 
 

 
【区画漁業の種類】（漁業法第 60 条） 
第一種区画漁業 一定の区域内において石、瓦、竹、木その他の物を敷設

して営む養殖業 
第二種区画漁業 土、石、竹、木その他の物によって囲まれた一定の区域

内において営む養殖業 
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漁業法第 90 条に基づく資源管理の状況等の報告について（共同漁業） 
 
【資源管理の状況等の報告】 
・漁業権者は漁業権の内容たる漁業における資源管理の状況等について県知事

に報告する義務（漁業法第 90 条第 1 項） 
・県知事は報告を受けた事項について、内水面漁場管理委員会に対し、必要な報

告をする（漁業法第 90 条第 2 項） 
・県は資源管理の状況等の報告や聞き取り調査等により、適切かつ有効に漁場を

活用しているか確認。 
・内水面共同漁業は、漁獲実績のほか増殖事業や遊漁者の利用などを考慮し、総

合的に活用状況を判断。 
 

報告の内容 
（漁業法施行規則第 28 条） 
１ 漁業権の種類及び免許番号 
２ 報告の対象となる期間 
３ 資源管理に関する取組の実施状況 
４ 漁場の活用状況 
５ 組合員行使権者数及び行使権の行使状況 
※該当するもののみ抜粋 
 

 
【共同漁業の種類】（漁業法第 60 条） 
第一種共同漁業 藻類、貝類又は農林水産大臣の指定する定着性の水産

動物を目的とする漁業 
第五種共同漁業 内水面において営む漁業であって、第一種共同漁業以

外のもの 
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